
労働安全衛生法に基づく特別教育に係る

修了証 の再 交付 ・書替 えにつ いて

独立行政法人高齢 ・障害 ・求職者雇用支援機構島根支部島根職業能力開発促

進センターは、職業訓練の一環と して、労働安全衛生法 （昭和47年 法律第5

7号 ）に基づく特別教育を実施 しております。

平成26年4月 より、平成18年 度以前に実施 した特別教育の修了台帳の保

存期間を以下のとおり変更いた しました。

当該変更に伴い、特別教育修了者に対する修了証の再交付 ・書替えの申請の

有効期間は、修了証交付から5年 間となり、有効期間を過ぎた場合には再交付 ・

書替えが受けられなくなります。

何卒ご理解賜りますようお願いいた します。

変更内容

平成18年 度以前に実施 した特別教育に係る修了台帳の保存期間

平成19年 度以降に実施 した特別教育に係る修了台帳の保存期間

実施した特…別教鳶に係る修了台帳の保存期間

〔お問い合わせ】

独立行政法人高齢 ・障害 ・求職者雇用支援機構島根支部

島根職業能力開発促進センター

松江市東朝日町267

TEL：0852－31－2309


